
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市障害者自立支援協議会は、障害のある人も暮らしやすい地域

社会の実現を目指して、平成１９年に相模原市により設置されました。  

障害のある人へより良い支援をするために関係者が集まって、地域の

課題に取組んでいます。 

【発 行】相模原市障害者自立支援協議会事務局 

（社会福祉法人相模原市社会福祉事業団） 

住 所：〒252-0223 相模原市中央区松が丘 1-23-1 

電 話：042-758-2121（音声ガイダンス後③） 

ホームページ：http://www.sagamihara-shafuku.or.jp/ 

▲QR コードはこちら 

 

私は、相模原市障害者自立支援協議会の 

 

事業所： 

氏 名： 

住 所： 

電 話： 

 

                      です。 

 

活動の詳細はホームページや 

広報誌「きょうぎかい」にて 

ご確認ください‼ 



 

 

【地域の課題解決に向けた活動例】 【相模原市障害者自立支援協議会の運営イメージ図】 
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障害者とその家族、福祉・保健・医療・

教育関係者、相模原市職員、学識経験者な

どが関わり、６つの機能を活用しながら、

地域の課題に取組んでいます。 
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官民協働‼ 

▲イラストで事例紹介 

 

ふくしんとポコスン ～福祉と他機関との連

携事例集～ 

支援につながることが困難な状況にいる障害者

や支援が途切れてしまった障害者を関係する機関

につなげるにはどうしたら良いかと検討する中で

生まれた事例集です。 

 

▲平成２４年に設置されました 
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▲支援者の対応場面の寸劇を収録 

 

研修用ＤＶＤ「児童の権利を守る

ために私たちができること」 

 虐待なのではないか？心配な児童が

いる…。このような場面に遭遇した時

に支援者として取るべき対応を示すと

ともに、その不安を解消するため、関

係機関と連携して作成しました。 

 

 

基幹相談支援センター・障害者相談支

援キーステーションの設置 

平成２３年度に相模原市障害者自立支

援協議会の中で「相模原市の相談支援体

制のあり方」が検討されました。 

この検討結果を受けて、相模原市によ

り平成２４年４月に基幹相談支援センタ

ーが、同年１０月に南障害者相談支援キ

ーステーションが設置されました。 
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